令和８年２月13日

[bookmark: _Hlk146128753]尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務に係る
公募型プロポーザル実施要領

尼崎市 福祉局 法人指導・障害福祉担当　障害福祉政策担当

1  背景と目的
本要領は、尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務を実施するにあたり、適正な価格にて、安定かつ確実に稼働させるためのシステム構築を行う業務受託者を、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定することについて、必要な事項を定めたものです。

2  [bookmark: _Hlk155539690]業務内容
(1) 件名　　　　：尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務
(2) 内容　　　　：別紙1「尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務調達仕様書」のとおり
(3) 委託期間　　：契約締結日から令和８年12月31日まで
(4) 提案上限金額：25,344千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
※提案価格は、上記の提案上限金額を超えてはならない。

3  配布資料
(1) 尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務に係る公募型プロポーザル実施要領（本紙）
(2) 別紙1「尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務調達仕様書」
(3) 別紙2「尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務に係る公募型プロポーザル方式評価基準」
　
4  実施期間
令和８年２月13日（金）～令和８年３月６日（金）

5  参加要件
本プロポーザルに参加できる者は、以下の参加資格要件の全てを満たす単体企業とします。
(1) 仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有する者及び本市との協議事項に対して柔軟に対応できるものであること。なお、尼崎市契約規則第4条に規定する競争入札参加有資格者名簿に登録されていない場合は、提案書を提出する際に直近３か月以内に発行した商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、法人の定款、財務状況に関する書類（貸借対照表、損益計算書）直近１年分をあわせて提出すること。
(2) 本市が発注する契約に係る入札参加停止の措置を受けていないものであること。
(3) 提案者は、企業、民間団体等、本委託業務に関する委託契約を本市との間で直接締結できる団体であること。
(4) 公租公課の滞納がないこと。
(5) 本案件を円滑に遂行するための十分かつ安定した経営基盤であることを示すこと。
(6) 本市から提示される業務委託契約書に合意すること。
(7) 本調達に係る業務の実施予定組織・部門が、公募開始日において有効であるプライバシーマーク認証またはISMS認証を取得していること。
(8) 本調達に係る業務の実施予定組織・部門が、政令指定都市、中核市若しくは特別区におけるシステム開発業務、又は、障害福祉サービス業務に係るシステム開発業務の導入実績を有していること。

6  応募者の失格
本プロポーザルの提案者、又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その提案者を失格とします。ただし、本市がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 
(1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者
(2) 宗教活動や政治活動を目的とする者
(3) 特定の公職者（候補者を含む）、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする者
(4) 代表者及び役員が拘禁刑以上の刑に処せられている者
(5) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立がなされた者
(6) 虚偽の申請を行い、提案資格を得た者
(7) 提案者が次のいずれかに該当する者
1 役員等（提案者が個人である場合にはその者を、提案者が法人である場合にはその役員
又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団（尼崎市暴力団排除条例（平成25年条例第13号）第２条第４号に規定する暴力団をいう）又は暴力団員（尼崎市暴力団排除条例第２条第５号に規定する暴力団員をいう）若しくは暴力団密接関係者（尼崎市暴力団排除条例第２条第７号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者をいう）
イ　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条及び
第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統率の下にある団体
ウ  尼崎市長が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体
(8) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った者
(9) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しない者
(10) 見積書の金額が、提案上限金額を超過した者
(11) 提案書等の提出期限後に見積書の金額に訂正を行った者（ただし、本市が過不足分を再提出させた場合はこの限りではない。）
(12) プレゼンテーション等に出席しなかった者

7  参加申込
本プロポーザルに参加する場合は、以下の要領にて手続をお願いします。申込期限	：令和８年２月20日（金）17時まで
(1) 申込み方法：【様式3】参加申込書に必要事項を記載し、P.8「17　問合せ先・提出先」へ電子　　
メールにて送付してください。
(2) メール件名：【尼崎市標準化外RFP】障害者福祉：公募型プロポーザルへの参加申込（貴社名）
(3) その他	：メール送付後、本市に対して到達確認の連絡を行ってください。
また、調達仕様書に記載の限定公開資料の開示希望の場合、【様式4】機密保持誓約書を作成しメールで送付するとともに、原本に押印したものを提出（持参または郵送）してください。確認後に、電子メールにて送付します。
なお、参加申込後に辞退する場合は、P.8「17　問合せ先・提出先」へ電子メールにて連絡を行ってください。その際、電子メールの件名は「【尼崎市標準化外RFP】障害者福祉：公募型プロポーザルへの参加辞退（貴社名）」としてください。期日までに提案書が提出されなかった場合は辞退したものと見なします。

８　質疑応答
本プロポーザルに関する質問がある場合は、以下の要領にて行ってください。なお、質問に対する回答は、令和８年２月26日（木）までに参加申込いただいたすべての事業者に電子メールにて送付し、令和８年２月27日（金）までに回答を尼崎市ホームページに掲載します。
(1) 質問期限　：令和８年２月20日（金）17時まで
(2) 質問方法	：【様式5】質問書に必要事項を記載し、P.8「17　問合せ先・提出先」へ電子
メールにて送付してください。
(3) メール件名：【尼崎市標準化外RFP】障害者福祉：公募型プロポーザルに関する質問（貴社名）
(4) その他	：メール送付後、本市に対して到達確認の連絡を行ってください。

９　現地調査
現地調査については、以下の要領にて手続をお願いします。
(1) 場所
1 現地調査（サーバ類設置場所等）尼崎市総務局行政マネジメント部情報システム担当　　　　
（尼崎市東七松町1丁目5番20号）
2 現地調査（その他）　本市が適当と認めた場所
(2) 実施期間
参加申込日から提案書提出日前日までとします。ただし、土日祝日を除く平日の9時から17時までの間とします。
(3) 実施方法
本市立会いのもと、提案者毎に必要最低限の人数とします。また、現地調査において、カメラ機器等での撮影・録音、コピー、スキャン等は不可であるとともに、質問は禁止します。
(4) 注意事項
1 現地調査に当たっては、事前にP.8「17　問合せ先・提出先」へ電子メールにて日程調整の申込みを行ってください。なお、その際には複数の候補日時を提示してください。
2 現地調査は上限回数を1回とし、2時間を上限とします。
3 現地調査で入館する前日までに入館者名及び入館者の所属が確認できる一覧（任意の様式）を作成し、P.8「17　問合せ先・提出先」へ電子メールにて提出してください。また、入館に際して所属が確認できる社員証・名刺等を確認することがあるため、必要に応じて提示してください。

10　提案書等の作成
提案書の作成については、以下の要領にて作成してください。記載事項については、実行可能な内容を具体的かつ明確にしてください。
なお、提出の様式は、A4版、両面印刷を原則とし、ページ数は40ページ程度（表紙、目次を除く。A3は2ページ分とみなす。）とします。

	No.
	記載項目
	記載事項

	1
	会社概要
	貴社の会社概要を記載してください。なお、選定にあたっては、地域経済活性化の観点から、本市が定める基準を満たした事業者のうち、市内事業者(尼崎市内に本社や本店等がある場合)または準市内事業者(尼崎市内に支店や営業所等がある場合)であれば、本市が定める割合で一定の加点を行う。

	2
	導入実績
	政令指定都市、中核市若しくは特別区におけるシステム開発業務、又は、障害福祉サービス業務に係るシステム開発業務の導入実績と運用保守実績を記載してください。

	3
	基本方針
	本業務の背景や目的、課題、効果等に対する貴社の取組にかかる基本方針を記載してください。また、移行過渡期の対応方針について、本市職員の負担軽減や市民サービスの向上の観点から取り組むべき内容（システム間連携における留意点等）を具体的かつ明確に記載してください。

	4
	実施体制
	本業務に係る貴社の実施体制を記載してください。記載に当たっては、要員の会社名、所属名、氏名等を明記するとともに、本業務を遂行する上での役割を明確にしてください。また、保有する資格要件、経歴についても、記載してください。

	5
	役割分担
	貴社と本市の役割分担を記載してください。記載に当たっては、本市側のタスク等について具体的かつ明確に記載してください。

	6
	対応方針
	業務システムの対応方針（対応方法や時期等）を記載してください。また、今後の法改正への対応方針、法改正等によらない本市独自の改修に対する貴社の考え方を記載してください。

	7
	システム全体構成
	提案する業務システムにかかる詳細情報を記載してください。新システムの全体像が分かるように記載してください。

	8
	データ移行
	データ移行について、具体的な方針、作業内容を記載してください。なお、記載に当たっては、データ移行にかかる貴社の作業内容（新システムに合わせたデータ作成、業務コードの変換等）を明確にするとともに、本市及び現行システム運用保守事業者の作業内容も明確にしてください。

	9
	セキュリティ対策
	セキュリティ対策（マルウェア、不正アクセス、利用者に悪意のある操作などに対する予防・検知・対処策）を記載してください。また、障害（インシデント）が発生した場合の対応（連絡体制、報告手順など）についても記載してください。なお、国の示す「地方自治体の業務プロセス・情報システムの非機能要件の標準」に沿った対策等に準拠すること。

	10
	運用保守及び障害対応
	システム運用保守及び障害対応の基本的な方針を記載してください。記載に当たっては、運用保守にかかるサービス内容及び体制、障害対応に対する考え方を記載してください。また、運用保守にかかるSLAの内容、遵守・評価等についても具体的かつ明確にしてください。
新システム運用保守の契約満了に伴い、本市で受託事業者を再選定する場合に想定する引き継ぎ方法（移行データ抽出、定義書等提供、各種ドキュメント提供、引継書作成など）を記載してください。
本プロポーザルにおいて評価は行いませんが、参考に別途契約予定の尼崎市障害者福祉標準化外システム運用・保守業務（仮）の見積書を提出してください。

	11
	本市職員研修に係る
提案
	システム利用者への研修・教育方法について、記載してください。記載に当たっては、具体的内容（開催時期、回数、対象等）を明記してください。
また、提供予定の操作マニュアル等の内容（種類や概要など）についても、サンプルを示してください。

	12
	プロジェクト管理方法
	本業務を実施する上で必要となるプロジェクト管理に係る方法を具体的に記載してください。なお、記載に当たっては、具体的に用いるツールやドキュメントのテンプレート、実例を示してください。
また、本市と円滑なコミュニケーションを図り、認識の齟齬を予防及び是正するための手法（進捗管理、コミュニケーション管理、リスク管理、品質管理等）についても示してください。 

	13
	事業スケジュール
	業務の実施内容を踏まえて、具体化された全体スケジュールを記載してください。また、提案する全体スケジュールに基づき、各工程における作業内容、作業開始予定日・終了予定日、作業の前後関係、成果物等を詳細に示してください。

	14
	その他追加提案
	その他提案書作成要領に定める記載項目以外の有効な提案があれば追加で記載してください。



11　提案書等の提出
本プロポーザルでは、以下に示す各資料の提出をお願いします。


	No.
	提出資料
	様式

	1
	提案書
	様式1（任意様式）

	2
	提案見積書（※見積明細書も含む）
	様式2（任意様式可）

	3
	尼崎市障害者福祉標準化外システム運用・保守業務（仮）の見積書
	任意様式

	4
	「５参加要件の⑺」で示す書類の写し
	任意様式

	5
	その他補足資料
	任意

	6
	「５参加要件の⑴⑷」で示す書類（本市の業者登録をしていない場合）
	定められた様式


(1) 提出期限	：令和８年３月６日（金）１７時まで
(2) 提出方法	：持参または郵送の方法により、P.8「17　問合せ先・提出先」へ提出してくださ
い。
(3) 媒体と部数：電子媒体（CD-RまたはDVD-R）　1部
紙媒体　　　　　　　　　　　 10部
(4) その他	：【様式1】提案書は、電子データで提出してください。
電子データの提出に際しては、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、納品物に不正プログラムが混入することがないよう、適切に対処してください。その他の資料については、PDF等編集のできないデータ形式でも構いません。

12　審査等の実施
(1) 審査について
提案書と提案審査（プレゼンテーション）の内容を総合的に審査し、決定します。なお、1者のみの提案となった場合についても、同様の審査により決定します。
1 予定価格を超えている場合は、審査から除外します。
2 審査項目は、別紙2「尼崎市障害者福祉標準化外システム構築業務に係る公募型プロポーザル方式評価基準」に基づく評価点により行います。
3 選考にあたり、本市職員で構成する選考委員会を設置します。
4 審査の結果、評価点の最も高い者を契約候補事業者とし、評価点の最も高い者が2者以上の場合は、くじ引きにより契約候補事業者を決定します。
(2) 評価の方法について
1 評価方法
「提案書評価基準」の評価項目に基づき評価します。評価の方法は絶対評価で行います。
(1) 開催日時、開催場所等
開催日時、開催場所等、詳細については、企画提案書等の提出期限後に別途通知します。
(2) 参加者
会場の都合上、プレゼンテーションの提案者側の参加者は5名以内とします。また、参加者は企画提案書内の業務推進体制に記載のある者とします。
(3) 実施方法
· 審査はプレゼンテーションと同日中に連続して行います。
· プレゼンテーションを30分以内とします。
· プレゼンテーションが終了後、採点者からの質疑応答時間を15分程度設けるため、疑義の解消に努めてください。
· 質疑応答での回答については、参加者のうち、適切に回答ができる者が行ってください。
· パワーポイント等を使用する場合は、本市に事前に連絡してください。プロジェクター、スクリーンについては、本市にて用意しますが、パソコンについては、提案者にて準備してください。
· プレゼンテーションにかかる費用については、提案事業者の負担とします。
(4) プレゼンテーション評価
プレゼンテーションでは、本市のプロジェクトに深く関わる業務責任者等の理解度・対応能力・コミュニケーション能力を評価することを主な目的とし、提案内容に関する質疑応答を通じて、企画提案書の細部の内容や担当者の資質について評価を行います。
a 方法
提案者は、自らの提案内容の説明を行ってください。
b 注意事項
· 企画提案内容に関する説明は、全体を統括する業務責任者が行うこと。説明者が中心となる担当者かどうか、確認を取ることもあるので留意すること。
· プレゼンテーション時に追加資料の配付は原則認めません。ただし、企画提案書等を提出後に、新たな情報の取得等により企画提案書等の内容に追加・変更等があった場合に限り、本市が認めた場合は、この限りでない。
· プレゼンテーションでの提案内容及び質疑応答時の回答内容は、企画提案書に記載された内容と同等とみなすので留意してください。
2 価格点の評価方法
価格点においては、一定の基準に基づいて算出します。「２　業務内容」の「(4)　提案上限金額」において上回っているものがある場合は、失格とします。

13　審査結果の通知
審査結果の通知については、参加申込書に記載された担当者宛に書面にて通知します。なお、詳細な評価内容の公開は予定していません。

14　スケジュール
本プロポーザルは、次のスケジュールを予定しています。
	年月日
	実施内容等

	令和８年２月20日（金）
	参加申込期限

	令和８年２月20日（金）
	質問書提出期限

	令和８年２月26日（木）
	質問書への回答（予定）

	令和８年３月６日（金）
	提案書等の提出期限

	令和８年３月11日（水）
	提案審査（プレゼンテーション）（予定）

	令和８年３月24日（火）
	審査結果の通知（予定）



15　契約の特定条件
(1) 契約金額
契約締結に当たっては、【様式2】提案見積書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とします。
(2) 支払条件
業務完了後、適法な請求を受けた日から30日以内に一括払い。
(3) 契約保証金
尼崎市契約規則第31条に定める所定の契約保証金を納めてください。ただし、同規則第32条に該当する場合は、これを免除します。
(4) 仕様等
提案書に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映します。
（5）契約締結
　　 本プロポーザルは、契約候補者の選定を目的として行うものであり、必ずしも提案通りの契約内容を確約するものではありません。また、議会の承認が得られない等により、本業務に関する令和８年度予算が成立しない場合、契約を締結しないまたは解除することができるものとします。
　　 なお、これに伴って生じる損失について、本市は損害賠償の責を負わないものとします。

16　その他留意事項
(1) 提案書の提出後、記載された内容の追加、または変更は認めません。
(2) 提出いただいた書類等は返却しません。
(3) 提案書の提出に関する費用は、提案事業者の負担とします。

17　問合せ先・提出先
(1) [bookmark: _Hlk136426036]住所	：〒660-8501　兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
(2) 担当部署	：尼崎市 福祉局 法人指導・障害福祉担当 障害福祉政策担当
(3) 担当者	：藤本・山﨑
(4) 電話番号	：06-6489-6577
(5) メール	：ama-syougai-system@city.amagasaki.hyogo.jp

以　上　　　
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